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町からの 

『全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）』の        
全国一斉情報伝達訓練について 

「全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）」の定期訓練を下記のとおり実施いたします

ので、お知らせいたします。 

 このシステムは、国民保護、地震、津波、気象、災害、武力攻撃などの発生時に迅速に対

応するため、消防庁から発信される情報を役場の機器で受信し、住民に防災スピーカー等を

通じてお知らせするもので、毎年定期的に訓練を行い非常時に備えるものです。 

 ※今回の訓練は、住民の方々に参加・行動をお願いするものではありません。 

 １．日  時  平成２８年１１月２９日（火）午前１１時頃 

 ２．実施区域  興部町内全域 

 ３．訓練内容  防災用のスピーカーより試験の音声が流れます。 

（総務課情報管理係・住民課住民環境係） 

巡回無料法律相談のお知らせ  

旭川弁護士会では、この度、全道の弁護士不在市町村の住民の皆様の需要に応えるべく、

弁護士不在市町村を対象として一斉無料相談を行うこととし、興部町においても以下の日程

で無料法律相談を実施することとなりましたので、ご案内いたします。 

離婚、借金、相続、交通事故、不動産、遺言、労働問題、企業法務等なんでもご相談に応

じますので、お気軽にお申し込みください。 

・日  時 １２月６日（火） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

・場  所 興部町中央公民館 託児室 

・相談内容 法律相談全般（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・ 

相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

・相談担当 浦澤法律事務所 弁護士 浦澤佳弘（紋別市北浜町２丁目８番３５号） 

・主  催 旭川弁護士会 

・電話予約 浦澤法律事務所 ℡０１５８－２８－６１７８ 

※相談には原則として事前予約が必要となります。なお、予約なしのご相談も可能ですが、

予約がある方を優先いたしますのでご了承ください。 

「特設人権心配ごと相談所」開設のお知らせ   

 毎年１２月４日から１０日までの期間を「人権週間」としています。 

 この週間にちなんで、紋別人権擁護委員協議会と旭川地方法務局紋別支局では、次の日

程で「特設人権心配ごと相談所」を開設し、人権擁護委員が相談をお受けします。 

 いじめ・体罰、家庭問題、近隣関係のいざこざなど、身近な法律問題や人権問題等、日

頃悩んでいることや困っていることを、お気軽にご相談ください。 

 相談は無料で、秘密は固く守られます。 

 

記 

 ◎と   き    １２月５日（月）午後１時～午後３時 

           （予約制ではありませんので、直接お越しください） 

◎と こ ろ    興部町中央公民館 託児室 

「わたしたちの街の人権擁護委員です」 

 

 

 

 

 

◎お問い合わせ先  旭川地方法務局紋別支局 ℡０１５８－２３－２５２１ 

役場住民課 戸籍年金係 ℡８２－２１６４ 

「北朝鮮人権侵害問題啓発パネル展」のお知らせ   

 我が国では、平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対

処に関する法律」が施行され、国民の間に広く拉致問題など関心と認識を深めるため、毎

年１２月１０日から１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としています。 

 紋別人権擁護委員協議会及び旭川地方法務局紋別支局では、北朝鮮人権侵害問題啓発週

間における取り組みとしてパネル展を実施します。 

  ◇と    き   １２月５日（月）～１１日（日） 

  ◇と  こ  ろ   興部町中央公民館 ロビー 

◇お問い合わせ   旭川地方法務局紋別支局 ℡０１５８-２３-２５２１ 

氏   名 住  所 

田 中 啓 一 仲  町 

今 井 秀 和 沙留港町 

有 坂 廣 光 緑 ヶ 丘 

お知らせ 
 



町からのお知らせ １１月中間号 －2－ 

健康推進係からのお知らせ  

１．日本脳炎ワクチン予防接種再開のお知らせ 

日本脳炎ワクチンについて、9 月よりワクチンの出荷規制に伴い、接種予約受付を一時

中止しておりましたが、安定供給の見通しが明確になりましたので、接種予約受付を再開

いたします。接種対象となる方につきましては、早めの接種をお勧め致します。 

接種スケジュール等のお問い合わせは下記保健師までよろしくお願い致します。 

【お問い合わせ】 

＜接種予約＞ ・興部町国民健康保険病院 ℡８２－２３１０ 

＜予防接種スケジュールに関するご相談など＞ 

・福祉保健課 健康推進係（保健師）℡８２－４１７０ 

２．生活習慣病健診のお知らせ 

 下記の日程で、胃がん・肺がん・大腸がん検診及び特定健診を実施します。今年度まだ検

診を受けていない方、今まで受けたことのない方は受診して、ご自身の健康管理に役立てま

しょう。 

（１）検診内容 

（２）対象となる方 胃・肺・大腸がん検診・・・４０歳以上の方 

          特定健康診査・・・・・・・４０歳以上の国民健康保険加入者 

          ７５歳以上の健康診査・・・７５歳以上の方 

（３）申込期日  12 月 16 日（金） ※４月に申し込みされている方は不要です。 

（４）申し込み・問い合わせ先 

    福祉保健総合センター「きらり」 福祉保健課 健康推進係 ℡８２－４１７０ 

３．高齢者インフルエンザ予防接種について 

 ご高齢の方のインフルエンザ発病防止、重症化防止のため、予防接種を実施しています。 

（１）対象者 ①65 歳以上の興部町民（平成 29 年 3 月 31 日までに 65 歳を迎える方） 

       ②60 歳以上 65 歳未満の興部町民で心臓・腎臓・呼吸器の機能、 

        ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を持つ方 

（２）実施期間 平成２８年１１月１日（火）～平成２８年１２月２２日（木） 

         ただし、水曜日は除く 

午後３時００分～午後４時４５分 

 ○事前の予約の必要はありません。 

 ○予防接種予診票が前もって必要な方は、「健康推進係」「沙留出張所」「国保病院」で 

お渡しいたしますのでお申し出ください。 

（３）接種場所 興部町国民健康保険病院 

 ※長期入院中・施設入所中の方、特別な疾患があり主治医のもとで接種する必要のある方

については、各医療機関での接種が可能ですので、下記「健康推進係」までご相談くだ

さい。 

（５）接種料金 １，０００円（接種後、医療機関にお支払いください） 

 ※但し、生活保護世帯、町民税非課税世帯（世帯全員が非課税の場合）の方は 

  接種料金免除となります。あらかじめ「健康推進係」で手続きを行い「接種料金免除者

証」の交付を受け、医療機関へ持参してください。 

（６）接種回数 １回（公費負担により接種できるのは１回までです） 

（７）問い合わせ先 興部町福祉保健総合センター「きらり」  

福祉保健課健康推進係  ℡８２－４１７０ 

４．広域紋別病院精神科巡回診療について 

 興部町での診療日程は次のとおりです。原則、予約が必要となりますので、診察を希望さ

れる方は事前に電話等により、直接広域紋別病院へお申し込みください。 

（１）対 象 者  こころの健康に関してお困りで医療機関への通院が困難な方 

（２）巡回日程  原則毎月１回 水曜日 

実施場所 1２月 １月 ２月 ３月 

興部町福祉保健総合センター

「きらり」内 診察室 

７日（水） 

14:00～ 
休診 

１日（水） 

14:00～ 

１日（水） 

14:00～ 

（３）費用・支払方法  保険診療となりますので、必ず保険証を持参してください。 

診療費は後日ご自宅に送付する納入通知書により最寄りの金融機関又は広域紋別病

院会計窓口でお支払いください。 

また、次のものをお持ちの方は併せてご持参ください。 

・広域紋別病院の診察券 ・自立支援医療（精神通院医療）の受給者証及び管理票 

・他の公費負担受給者証 

（４）予約受付期間  月曜日から金曜日まで １４：００～１７：００ 

                   （診療日の前週の金曜日まで） 

（５）予約申込先   広域紋別病院（〒094-0007 紋別市落石町１丁目３番３７号） 

℡０１５８-２４-３１１１ 

期 日 ・ 内 容 会  場 受付時間 検診料金 

平成２９年 

２月３日 
（金曜日） 

･胃がん検診 

･肺がん検診 

･大腸がん検診 

･特定健診 

･75 歳以上の 

健康診査 

興部町福祉保健

総合センター 

「きらり」 

午前 6 : 00 

～  

午前 9 : 00 

 

●胃がん検診 1,500 円 

●大腸がん検診 700 円 

●肺がん検診 

（Ｘ線検査）  500 円 

喀痰検査      800 円 
※必要がある方のみ 

●特定健診  1,000 円 

●75 歳以上の健康診査 

500 円 



町からのお知らせ １１月中間号 －3－ 

学校法人はまなす学園               
はまなす幼稚園 園児募集のお知らせ 

はまなす幼稚園は、一昨年度から「子ども・子育て支援新制度」に基づき興部町から施設型

給付を受ける幼稚園に移行しています。そのため、以前の園児募集とは違う点がありますので、

ご注意ください。 

近年、乳幼児の健やかな成長に、暴力的ＴＶ・ゲーム等が健全な成長に大きな影響を与えて

います。はまなす幼稚園では現代の子育てにとって大切なポイントをしっかりと考えた幼児教

育を推進しています。ぜひ、入園をご検討下さい。 

１．募集定員 

    ・５才児  若干名（翌年小学校に入学する幼児） 

    ・４才児  若干名（平成２４年４月２日～平成２５年４月１日生れ） 

    ・３才児   ３０名（平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生れ） 

☆満３歳児 若干名（平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生れ） 

 ※満３歳になった月の翌月から入園を受け付けます。ご希望の方は早めにご連絡下 

さい。 

２．入園願書の配布 

    必要書類は１２月９日～１２月２５日の間、はまなす幼稚園で配布します。 

３．入園受付   ・受付日 ２０１７年（平成２９年） １月１６日（月） 

          ・時 間 午前１０時～１２時 

          ・場 所 はまなす幼稚園 

４．興部町への認定申請 

幼稚園が保護者に代わり、教育標準時間認定（1 号認定）申請を行います。 

５．興部町から認定証交付  幼稚園を通して、保護者へ認定証が交付されます。 

６．入園手続（利用契約）・入園説明会  ２月６日（月） 

幼稚園と保護者との入園契約（利用契約）を交わして手続が終わります。 

７．入園料について 

入園料は２０１５年度（平成２７年度）から廃止されています。 

８．入園後の諸費用 

   保育料は国が定める上限額の範囲内で興部町が決めることになり、保護者の各世帯所得

に応じて異なる金額となります。また、2014年度まで所得に応じて支給されていた就園

奨励費は廃止になっていますが、毎月支払う保育料が下がるため、年間に納入する保育料

の総額を上回ることはありません。 

なお、ＰＴＡ会費、牛乳給食費などはそれぞれ実費を徴収します。町外在住はそれぞれ

の市町村が定めた保育料となります。詳しくは、はまなす幼稚園にお問い合わせください。 

  ＜注意事項＞ 

※ 事情によりこの期間に受付ができない場合は、事前にご連絡下さい。 

※ 様々な事情・心身の障がい等で不安がある場合は、適切な対応に配慮します。ご遠慮なく

お申し出下さい。定員になりしだい受付を終了しますので、ご了承下さい。 

学校法人はまなす学園 はまなす幼稚園教員募集のお知らせ 

はまなす幼稚園では、次のように２０１７年度採用の幼稚園教員を募集しています。就

職を希望される方は関係書類を添えて、はまなす幼稚園までご連絡ください。 

１．募集内容  幼稚園教諭 ２名（保育士としての業務になります） 

２．応募条件   

 ・幼稚園教諭免許と保育士免許の両方をお持ちの方 

 ・２０１７年３月までに短大・専門学校または大学卒業、または卒業見込みで、幼稚園 

教諭および保育士免許取得または取得見込みであり、幼児教育に熱意をもたれる方。 

 ・新卒者に限らず上記免許取得者で、幼稚園・保育所等の業務経験がある方で、幼児教 

育に熱意をもたれている方。 

 ・原則的に、本採用時には興部町内に在住できる方。（予定も可） 

３．採用を希望される方は、２０１６年１２月２５日までに、はまなす幼稚園にご応募く

ださい。 

◎詳しい内容は、はまなす幼稚園℡８２－２３０３までお問い合わせください。 

学校法人はまなす学園 はまなす幼稚園        
地域開放事業 あそびんこクラブのお知らせ 

はまなす幼稚園の「あそびんこクラブ」は、子ども達の健全な成長の為に、幼稚園を開放

して「子育て支援」に貢献することを目的とした事業です。 

内容は、遊具などを使って自由に遊ぶ時間を中心にして、健康な身体の為のリズム遊び・

絵本の語り聞かせ等を行っています。 

参加対象は主に幼稚園就園前のお子さんを中心としていますが、子どもは誰でも参加でき

ます。乳児・幼児の成長・健康にとって大切なポイントも随時お伝えしますので、是非ご利

用下さい。参加費は無料です。 

☆開催日時 原則的に毎月曜日の午前１０時から１１時１５分に開催します。 

 ※幼稚園・はこぶねハウスの事業によってお休みすることもありますので、参加される方

は、事前に開催の有無を幼稚園にお問い合わせください。 

☆子育てについてのご相談も随時お受けしています。是非ご利用下さい。 

☆毎月、子育て学習会「子育てを語る会」も実施しています。どなたでも参加できます。 

参加ご希望の方は、はまなす幼稚園（℡８２-２３０３）にお問い合わせ下さい。 

       

 平成２８年１１月１５日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ３３７９日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 

3500 日まであと 121日です！ 

【達成日：平成29年3月16日】 


